
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

「
御
代
田
町
公
式
L
I
N
E
」

　
　
　

 

と
も
だ
ち
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

町
公
式
L
I
N
E
で
は
、
イ
ベ
ン
ト
情
報
、
防
災
情
報
、

暮
ら
し
の
情
報
な
ど
を
発
信
し
て
い
ま
す
。
各
種
申
し
込

み
な
ど
、
便
利
な
機
能
も
実
装
し
て
い
き
ま
す
。

9月納期の主な町税・使用料など（納期限までに納めましょう）

納 期 限

30
月
曜
日

9
◦固定資産税（３期分）

◦国民健康保険税（4期分）

◦後期高齢者医療保険料（3期分）

◦介護保険料（3期分）

◦保育料（9月分）

◦町営住宅使用料（9月分）

◦上水道使用料（9月期分）
　�� 大口8月使用分�

◦下水道使用料（9月期分）
　��大口8月使用分�
　��下水道負担金（２期分）�

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

（
32
）２
５
５
４

３「
審
査
省
略
制
度（
い
わ
ゆ
る

　
「
※
４
号
特
例
」）」の
対
象
範
囲

　
が
変
わ
り
ま
す
。

　

２
階
以
上
ま
た
は
延
べ
面
積
２

０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
超
の
建
築
物

は
、
県
内
の
全
て
の
地
域
で
建
築

確
認
申
請
の
際
に
構
造
・
省
エ
ネ

関
連
の
図
書
の
提
出
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

※「
審
査
省
略
制
度（
い
わ
ゆ
る

「
４
号
特
例
」）」と
は

　
建
築
基
準
法
第
６
条
の
４
に
基

づ
き
、
建
築
確
認
の
対
象
と
な

る
木
造
住
宅
等
の
小
規
模
建
築

物（
建
築
基
準
法
第
６
条
第
１
項

第
４
号
に
該
当
す
る
建
築
物
）の

設
計
を
建
築
士
が
行
う
場
合
に
は
、

構
造
関
係
規
定
等
の
審
査
が
省
略

さ
れ
る
制
度
で
す
。

※
詳
し
く
は
国
土
交
通
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

https://w
w
w
.m

lit.go.jp/
ju

taku
ke

n
tiku

/b
u
ild

/
r4

kaisei_sho
eneho

u_
kijunhou.htm

l

問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
県
建
設
部

建
築
住
宅
課
建
築
指
導
係

０
２
６（
２
３
５
）７
３
３
５

た
方
は
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
な

り
ま
す
。
御
代
田
町
で
は
約
3
，

3
0
0
人
の
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

が
い
ま
す
。

◦
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

　
は
受
け
た
け
れ
ど
・
・
・

　
「
認
知
症
の
知
識
を
も
っ
と
詳

し
く
知
り
た
い
」、「
認
知
症
の
方

へ
の
接
し
方
を
学
び
た
い
」、「
身

近
な
方
の
介
護
に
活
か
し
た
い
」、

「
自
分
に
で
き
る
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
か
」
と
感
じ
て
い
る
方
は
い

ま
せ
ん
か
。
そ
ん
な
声
に
お
応
え

し
て
、認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
ス
テ
ッ

プ
ア
ッ
プ
講
座
を
企
画
し
ま
し
た
。

身
に
つ
け
た
知
識
を
活
か
し
て
地

域
で
活
動
し
た
い
と
い
う
認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
の
皆
さ
ん
の
た
め
の

講
座
で
す
。

日
時
・
場
所
・
内
容　
別
表
参
照　

対
象　
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

①
町
内
に
お
住
ま
い
の
方

②
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

を
受
講
さ
れ
た
方

③
2
日
間
受
講
可
能
な
方

定
員　
15
名

　
（
先
着
順
、
事
前
申
し
込
み
制
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
地
域
包
括
支
援
係

役
場
1
階
8
番
窓
口

（
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）２
５
１
０

年
に
１
度
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

10
月
集
団
健
診
の
お
知
ら
せ

住
宅
新
築
等
に
お
け
る
手
続
等
制
度
の
変
更
の

お
知
ら
せ

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
適
切
な

管
理
に
努
め
ま
し
ょ
う

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座
の
お
知
ら
せ

　

毎
年
健（
検
）診
を
受
け
て
自

分
の
か
ら
だ
の
点
検
と
、
生
活
習

慣
の
見
直
し
に
役
立
て
ま
し
ょ

う
！

日
時

　
10
月
１
日（
火
）

～
15
日（
火
）の
平
日

　
午
後
１
時
15
分
～（時

間
差
受
付
）

※
日
時
は
お
申
し
込
み
い
た
だ
い

た
方
宛
に
後
日
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

場
所

　
保
健
セ
ン
タ
ー

（
役
場
庁
舎
1
階
東
側
）

受
診
方
法

　
今
年
1
月
に
各
種
健
診
申
込
書

な
ど
に
て
申
し
込
ま
れ
た
方
に
は
、

9
月
中
旬
に
問
診
票
な
ど
の
必
要

書
類
を
郵
送
し
ま
す
。
申
し
込
ま

れ
て
い
な
い
方
で
健
診
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
お
早
め
に
保
健
福
祉

課
健
康
推
進
係
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

　

各
健
診
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

下
表
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

建
築
基
準
法
お
よ
び
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
お
よ
び
非

化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に

関
す
る
法
律（
省
エ
ネ
法
）の
改

正
に
よ
り
、
令
和
７
年
４
月
１
日

よ
り
建
築
に
必
要
な
手
続
等
が
変

更
さ
れ
ま
す
。
令
和
７
年
４
月
１

日
以
降
に
工
事
に
着
手
す
る
も
の

が
対
象
と
な
り
ま
す
。
住
宅
等
の

新
築
や
増
築
の
予
定
が
あ
る
方
は

改
正
法
を
踏
ま
え
設
計
段
階
か
ら

ご
検
討
く
だ
さ
い
。

　
主
な
改
正
内
容
は
次
の
と
お
り

で
す
。　

１「
省
エ
ネ
基
準
適
合
」の
対
象

　
範
囲
が
変
わ
り
ま
す
。

　
原
則
全
て
の
新
築
住
宅
お
よ
び

非
住
宅
に
省
エ
ネ
基
準
適
合
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
す
。

　
建
築
確
認
手
続
の
中
で
省
エ
ネ

基
準
へ
の
適
合
性
審
査
を
行
い
ま

す
。

２「
建
築
確
認
・
検
査
」の
対
象

　
範
囲
が
拡
大
し
ま
す
。

　
都
市
計
画
区
域
外
に
お
い
て
も
、

２
階
以
上
ま
た
は
延
べ
面
積
２
０

０
平
方
メ
ー
ト
ル
超
の
建
築
物
は

全
て
建
築
確
認
・
検
査
の
対
象
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
大
規
模
な
修

繕
・
模
様
替
え
を
行
う
際
も
同
様

で
す
。

　
過
去
に
発
生
し
た
大
地
震
で
は
、

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
倒
壊
等
多
数
の
被

害
が
発
生
し
ま
し
た
。

　
避
難
路
や
通
学
路
等
多
数
の
人

が
通
行
す
る
道
路
に
面
す
る
ブ

ロ
ッ
ク
塀
に
つ
い
て
は
、
倒
壊
に

よ
る
被
害
が
拡
大
す
る
の
で
注
意

が
必
要
で
す
。

　
建
築
基
準
法
で
は
、
維
持
保
全

の
不
十
分
さ
に
よ
る
不
都
合
が
生

じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
建
築

物
の
所
有
者
、
管
理
者
ま
た
は
占

有
者
に
対
し
て
、
そ
の
建
築
物
の

敷
地
、
構
造
お
よ
び
建
築
設
備
を

常
時
適
法
な
状
況
に
維
持
す
る
よ

う
努
力
義
務
を
課
し
て
い
ま
す
。

　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
は
、
所
有
者
の
責

任
に
お
い
て
管
理
す
る
こ
と
が
基

本
で
す
。
倒
壊
を
未
然
に
防
止
す

る
た
め
に
安
全
点
検
を
行
い
ま

し
ょ
う
。
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
点

検
表
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご

確
認
く
だ
さ
い（「
ブ
ロ
ッ
ク
塀
」

と
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。）。

　
安
全
点
検
の
結
果
、
危
険
性
が

確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
付
近
通

行
者
へ
の
速
や
か
な
注
意
表
示
お

よ
び
補
修
、
撤
去
等
の
必
要
な
措

置
を
講
じ
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
建
設
水
道
課
都
市
計
画
係

（
32
）３
１
２
９

　
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
」を
ご
存

じ
で
す
か
。
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

と
は
、
認
知
症
に
対
す
る
正
し
い

知
識
を
学
び
、
地
域
に
暮
ら
す
認

知
症
の
人
や
そ
の
ご
家
族
に
対
し

て
、
で
き
る
範
囲
で
手
助
け
を
す

る
人
の
こ
と
で
す
。
認
知
症
サ

ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
受
講
さ
れ

特定健康診査 基本健康診査 大腸がん検診

対象者
御代田町国民健康保険に加入
している40歳～74歳までの方

75歳以上の
全町民

20歳以上
39歳以下の
全町民

40歳以上の
全町民

自己負担
料金

1,000円
（令和7年3月31日時点で、

40、50、60歳の
　節目年齢の方は無料）

無料 1,000円 500円

検査内容

身長・体重・腹囲・検尿・
血圧・問診・血液検査・
内科診察・心電図
（※医師が必要と判断した
　�場合、眼底検査実施）

身長・体重・
検尿・血圧・
問診・
血液検査・
内科診察

身長・体重・
腹囲・検尿・
血圧・問診・
血液検査･　
内科診察

便潜血検査
2日法

日時 会場 内容・講師

【1日目】
10月9日（水）
午後2時〜
午後4時30分

役場2階
大会議室

「認知症の基礎知識」
 講師　精神科医師　斎藤勝仁氏

「認知症の人や家族への接し方」
 講師　長野県若年性認知症支援コーディネーター
　　　 伝田景光氏

【2日目】
10月16日（水）
午後1時30分〜
午後4時

町内の
グループホーム

（詳細は1日目にお
知らせします）

グループホーム訪問
「介護職の方の接し方を学ぼう」
「認知症の方の話を聞こう」
グループワーク
「訪問の感想を共有しよう」
「自分たちが地域でできることを考えよう」

取
り
壊
し
た
家
屋
が
未
登
記
の
場

合
　
未
登
記
の
家
屋
は
、
法
務
局
に

登
記
の
情
報
が
な
い
た
め
、
町
へ

家
屋
取
壊
届
お
よ
び
取
り
壊
し
を

証
明
す
る
書
類（
領
収
書
な
ど
）

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
課
税
対
象
と
な
っ
て
い

る
家
屋
に
つ
い
て
は
、
４
月
に
納

税
通
知
書
に
同
封
し
ま
し
た
課
税

明
細
書
に
て
記
載
を
し
て
お
り
ま

す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課
資
産
税
係（

32
）３
１
２
６

　
家
屋
の
固
定
資
産
税
は
、
毎
年

１
月
１
日（
賦
課
期
日
）に
家
屋

を
所
有
し
て
い
る
方
に
課
税
し
ま

す
。

　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合（
一

部
取
り
壊
し
も
含
む
）は
、
該
当

す
る
家
屋
を
翌
年
度
の
課
税
対
象

か
ら
外
す
た
め
の
手
続
き
が
必
要

で
す
。
こ
の
手
続
き
は
、
当
該
家

屋
が
登
記
さ
れ
て
い
る
家
屋
で
あ

る
か
、
未
登
記
の
家
屋
で
あ
る
か

に
よ
っ
て
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

取
り
壊
し
た
家
屋
が
登
記
さ
れ
て

い
る
場
合

　
法
務
局
で
家
屋
滅
失
登
記
の
手

続
き
が
必
要
で
す
。

　
こ
の
場
合
、
家
屋
滅
失
登
記
完

了
後
に
法
務
局
か
ら
町
に
通
知
が

来
る
た
め
、
町
へ
の
届
出
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

※
登
記
と
は
、
土
地
や
家
屋
の
所

在
や
権
利
関
係
な
ど
を
法
務
局

で
保
管
す
る
帳
簿
に
登
録
す
る

こ
と
で
、
そ
の
土
地
、
家
屋
の

権
利
を
証
明
す
る
も
の
で
す
。

家
屋
を
取
り
壊
し
た
方
へ
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